
四日市市消防本部告示第３号 

 応急手当に係る見舞金支給基準の一部を次のように改正する。 

  令和元年５月１日 

四日市市消防長  坂倉 啓史 

 

応急手当に係る見舞金支給基準の一部改正 

 応急手当に係る見舞金支給基準（平成２８年四日市市消防本部訓令第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

別表①応急手当に係る見舞金請求書を次のように改める。  



応急手当に係る見舞金請求書 

  年  月  日   

   御中 

￥                

1．見舞金請求者 

住所 

  

フリガナ   

印 ご連絡先 

TEL ―     ― 

氏名   日中

連絡

先 

―     ― 

2．見舞金振込先 

金
融
機
関(

ゆ
う
ち
ょ
以
外) 

銀 行 

信用金庫 

信用組合 

農 協 

支店 

支所 

普通・当座 
支店コード 

(3桁) 

  

口座番号 

  

                        

    

口座名義 

(カタカナで記入) 

                                  

                                  

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

ゆうちょ銀行 

  

通帳記号             

  

通帳番号                   

  

口座名義 

(カタカナで記入) 

                                  

                                  

 

  

消防本部受領印 

  

 



附 則 

この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 （消防本部総務課） 


